
船舶インシデント調査報告書 

令和２年５月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（推進器故障） 

発生日時 令和元年７月８日 ０５時５０分ごろ 

発生場所 福井県小浜
お ば ま

市小鰡
ぼら

ノ鼻北北東方沖 

 田烏
たがらす

港明神鼻灯台から真方位３１５°２.９海里付近 

 （概位 北緯３５°３４.６′ 東経１３５°４７.１′） 

インシデントの概要  ミニボート（船名なし）は、漂泊中、推進器が回転しなくなり、運

航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和元年７月１７日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

ミニボート （船名なし）、総トン数なし（長さ約３ｍ） 

 なし、個人所有 

 乗組員等に関する情報 操縦者、なし 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り、釣り場を移動することとし、船外機を

始動してクラッチを前進方向に入れた際、プロペラが回転せず、運航

不能となった。 

 操縦者は、プロペラにロープ類等が絡んだ様子もなく、原因が分か

らず、オールを漕
こ

いで帰航していたところ、櫂
かい

座が破損したので、携

帯電話で１１８番通報した。 

 本船は、本インシデント後、プロペラを固定しているシャーピンが

経年劣化で折損していたことが判明した。 

分析 本船は、漂泊中、釣り場を移動しようとして船外機を始動し、ク 

ラッチを前進方向に入れた際、シャーピンが経年劣化で折損したこと

から、プロペラが回転しなくなり、運航不能となったものと推定され

る。 

原因  本インシデントは、本船が漂泊中、釣り場を移動しようとして船外

機を始動し、クラッチを前進方向に入れた際、シャーピンが経年劣化

で折損したため、プロペラが回転しなくなったことにより発生したも

のと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長又は操縦者は、予備のシャーピン及び割ピンを保有すること

が望ましい。 



 


